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凡例

O 本手引の作成に当たり既に手引等が作成されている事務処理については、それらの手

引等に譲り、その概要を記述するにとどめたので、詳細については該当の手引等による

こと o

O 法令の表示や用語の引用については、おおむね次の略語を用いた。

労災法=労働者災害補償保険法

労災則=労働者災害補償保険法施行規則

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

介護労働法=介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

介護労働則=介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

特別支給金則=労働者災害補償保険特別支給金支給規則

告示様式=労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める

告示

申請書=特別加入申請書(様式第 34号の 7、様式第 34号の 10、様式第 34号の 11)

変更届=特別加入に関する変更届(様式第 34号の 8、様式第 34号の 12)

脱退申請書=特別加入脱退申請書(様式第 34号の 8、様式第 34号の 12)

災害防止規程=労災則第 46条の 23第 3項第2号に定める特別加入団体が定める業務

災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類

署=労働基準監督署

署長=労働基準監督署長

所轄署長=事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長又は労働保険事務組合に労働

保険事務を委託している事業主が行う事業については当該労働保険事務組

合の主たる事務所を管轄する労働基準監督署長

局=都道府県労働局

局長=都道府県労働局長

所轄局長=事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は労働保険事務組合に労働

保険事務を委託している事業主が行う事業については当該労働保険事務組

合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局長

本省=厚生労働省

事務組合=労働保険事務組合
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I 労災保険特別加入制度の基本等

第 1 労災保険特別加入関係事務取扱手引の趣旨

労災保険特別加入関係の事務処理については、昭和 40年の制度創設以降、法令改正に伴う

適用範囲の拡大や見直しが行われ、その都度事務処理の見直し等を指示してきた結果、特別加

入者の承認事務や労災保険給付を行う際の確認、事項が多岐にわたっている。

本手引は、迅速・丁寧・公正な事務処理を実現することを目的としつつ、上記の事務に係る

関係通達を整理した上で、都道府県労働局(以下「局」としづ 0)及び労働基準監督署(以下

「署J としづ0) の担当者等が確認すべき事務処理を明確化し、全国斉一的な事務処理の徹底

を図るために作成したものである。

したがって、本手引に記載している事務処理を遵守し、労災保険特別加入関係、の適正な事務

処理を行うこと o

第2 労災保険特別加入制度の趣旨

労災保険は、労働者の災害に対する保護を本来の目的とする制度であるから、事業主、自営

業者、家族従事者等、労働者以外の者の災害は、本来ならば労災保険による保護の対象となら

ないものである。また、労災法の適用は法律の一般原則として属地主義がとられているので、

国内の事業にのみ適用があり、海外の事業場に派遣され、その事業に使用されることとなる者

の災害については、わが国の労災保険の対象とならないものである。

しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者等の中には、その業務や通勤の実態、あ

るいは災害の発生状況からみて、労働者に準じて労災保険による保護の対象とするにふさわし

い者が存在し、また、海外の事業場に派遣された労働者についても、外国の労災補償制度の適

用範囲や給付内容が十分でないために、わが国の労災保険による保護の対象とする必要がある

者が存在する。

そこで、これらの人々に対しでも、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件の

下に労災保険への任意加入を認め、その保護を及ぼすものが労災保険特別加入制度である。

第3 特別加入者の範囲

労災保険に特別加入することができる者は、労災法及び労災則において規定されており、こ

れ以外の者が特別加入することはできない。

なお、特別加入することができる者は、労災法第 33条第 1号から第7号に定められている

が、これらは加入手続、業務上外の認定等の観点から①中小事業主等、②一人親方等、③特定

作業従事者、④海外派遣者の 4分類に区分される。

1 中小事業主等

中小事業主等とは、労災法第 33条第 1号に該当する中小事業主及び、同号の事業に従事する

者をし、う O



(1) 中小事業主(労災法第 33条第.1号)

中小事業主とは、その使用する労働者の総数が常時 300人(卸売業又はサービス業にあっ

ては 100人、金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては 50人)以下の労働者を使用す

る事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)であって、事務組合に労

働保険事務の処理を委託する者をいう o

(2) 中小事業主が行う事業に従事する者(労災法第 33条第2号)

中小事業主が行う事業に従事する者とは、事業に常態として従事する労働者以外の者をい

い、通常、家族従事者が該当する。また、事業主が法人である場合には、代表者以外の役員

が該当する O

2 一人親方等

一人親方等とは、労働者を使用しないで労災則第 46条の 17に定める次の事業を行うことを常

態とする者及びその事業に従事する者で、あって労働者でない者をいう。(労災法第 33条第3号及

び第4号)

一人親方等の特別加入は、当該特別加入希望者を構成員とする団体(以下「特別加入団体」と

いう0) を労災法第 3条第 1項の適用事業とみなし、また、特別加入団体の構成員たる一人親方

等を労働者とみなして労災保険の適用を行うものである。

なお、特別加入団体は、すべて継続事業として取り扱われる。

(1) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(労災則第 46条の 17第 1号)

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入者の範囲は、次のとおり

である。 (H25.3. 1基発 0301第 1号)

① 道路運送法(昭和 26年法律第 183号)第4条の一般旅客自動車運送業の許可を受けた者

② 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可

を受けた者

③ 事業の実体が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等

に関する特別措置法(昭和 42年法律第 131号)の適用を受ける者

④ 貨物自動車運送事業法第 36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者

⑤ 自ら保有する二輪の自動車を、④のうち二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を

行う者(以下「バイク便事業者」としづ0) に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して

貨物を運送する者で、あって、道路運送法第 78条第 3号の有償運送の許可を受けた者

⑥ 原動機付き自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運

送する事業)を行う者

(2) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保夜、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解

体又はその準備の事業(以下「建設の事業Jとしづ0) (労災則第 46条の 17第 2号)

大工、左官、とび、石工等の専ら建設の事業を請け負って行う者のほか、通常、物の製造

を行い、その他に建設工事を請け負って行うことがある者(畳工、建具師、鉄工等)が該当

し、特に職種は限定していなし、。

nJ』



(3) 漁船による水産動植物の採捕の事業((7)の事業を除く 0) (労災則第 46条の 17第3号)

水産動植物の採捕の事業を行う者のうち、これを漁船に乗り組んで行う者が該当する。た

だし、船員法(昭和 22年法律第 100号)第 1条に規定する船員が行う水産動植物の採捕の事

業を行う者については該当せず、船員法第 1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令(昭

和 38年政令第 54号)に定める漁船で、あって、総トン数 30トン未満の漁船を用いて水産動植

物の採捕の事業を行う者に限られる。

(4) 林業の事業(労災則第 46条の 17第4号)

労災保険率適用事業細目表に規定する林業の事業を行う者が該当する。

(5) 医薬品の配置販売の事業(労災則第 46条の 17第5号)

薬事法(昭和 35年法律第 145号)第 30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業を行う

者が該当するO

(6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(労災則第 46条の 17

第 6号)

再生利用を目的とした古紙、古繊維、金属くず、ガラスくず、空容器等の回収、運搬、選

別、解体、集荷等の事業を行う者が該当する。

(7) 船員法第 1条に規定する船員が行う事業(労災則第 46条の 17第 7号)

船員法第 1条に規定する船員が行う事業を行う者が該当する。なお、この事業には、漁業、

貨物運送業、旅客船事業等様々な事業が含まれる。

3 特定作業従事者

特定作業従事者とは、労災則第 46条の 18に定める作業に従事する次の者をしづ。(労災法第

33条第 5号)

特定作業従事者の特別加入は、特別加入団体を労災法第3条第 1項の適用事業とみなし、また、

特別加入団体の構成員たる特定作業従事者を労働者とみなして労災保険の適用を行うものであ

る。

なお、特別加入団体は、すべて継続事業として取り扱われる。

(1) 特定農作業従事者(労災則第 46条の 18第 1号イ)

厚生労働大臣が定める規模(経営耕地面積2ヘクタール以上又は年間農業生産物総販売額

300万円以上 (H3.4. 12労働省告示第 37号))の農業(畜産及び養蚕を含む。)の事業場にお

ける土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜(家きん及びみつばちを

含む。)若しくは蚕の飼育の作業(以下「耕作等作業Jとしづ。)であって、次のいずれかに

該当するものに従事する者(以下「特定農作業従事者J としづ。)をしづ O

① 動力により駆動される機械を使用する作業

② 高さが 2メートル以上の箇所における作業

③ 労働安全衛生法施行令(昭和 47年政令第 318号)別表第 6第 7号に掲げる酸素欠乏危険

内
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